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第 １５ 号 

   熊本県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定すること

とする。 

  令和７年６月６日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例 

 熊本県風俗案内業の規制に関する条例（平成３０年熊本県条例第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第２号エ中「第５０条第１項第４号」を「第５０条、第５１条第１項第４号」に、

「第５２条第１号又は第５３条第１号」を「第５３条第１号又は第５４条第１号」に改め

る。 

  附 則 

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

（令和７年法律第４５号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行

する。 

 （提案理由） 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の一

部改正に伴い、関係規定を整理する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 


